
○逗子市避難行動要支援者避難支援制度実施要綱 

平成29年２月１日 

逗子市要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、逗子市避難行動要支援者避難支援計画に基づき、災害が発生し、

又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その

円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する避難行動要支援者について、

避難支援及び安否確認等の措置を実施するために必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 避難行動要支援者 次に掲げる者をいう。 

ア 要介護認定結果が要介護３以上で、かつ、ひとり暮らしの高齢者 

イ 身体障害者手帳を所持している者のうち「肢体不自由（１～２級）」の者 

ウ 身体障害者手帳を所持している者のうち「聴覚障害・平衡機能障害」の者 

エ 身体障害者手帳を所持している者のうち「視覚障害」の者 

オ 療育手帳Aを所持している者 

カ 精神保健福祉手帳１級を所持している者 

キ 妊産婦 

ク 乳幼児（３歳以下） 

ケ 日本語の理解が十分でない外国人 

コ 自主防災組織等及び避難支援等関係団体が災害発生時に支援が必要と認めた者 

サ アからケに準じる者で、自ら支援を希望し個人情報を提供することに同意した

者 

(２) 避難支援等 避難支援及び安否確認等の措置をいう。 

(３) 自主防災組織等 自主防災組織、自治会、町内会及びマンション管理組合のう

ち、災害時において自主防災組織の役割を担う団体をいう。 

(４) 避難支援等関係団体 民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地域包括支援セ

ンター、基幹相談支援センター、相談支援事業所及び避難行動要支援者の関係団体

をいう。 



(５) 避難支援者 地域において、避難行動要支援者に対し、災害時に安否確認や避

難支援に協力する者をいう。 

（避難行動要支援者名簿の作成） 

第３条 市長は、避難行動要支援者（前条第１号コに規定する者を除く。）について、

避難支援等を実施するための基礎となる、避難行動要支援者名簿（第１号様式）を作

成する。 

２ 前項の避難行動要支援者名簿には、前条第１号に該当する者に関し、次に掲げる事

項を記載する。 

(１) 氏名 

(２) 生年月日 

(３) 性別 

(４) 住所 

(５) 電話番号（その他連絡先） 

(６) 避難支援等を必要とする事由（種別、等級等） 

(７) 自主防災組織等 

(８) 名簿情報の提供同意の有無 

３ 市長は、第１項の避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、関係各課が保有す

る避難行動要支援者の氏名その他の情報を、その保有に当たり特定された利用の目的

以外の目的のために内部で利用することができる。 

（避難行動要支援者リストの作成及び避難行動要支援者名簿への追加） 

第４条 自主防災組織等は、避難支援等関係団体の協力のもと、第２条第１号コに規定

された者について、次に掲げる事項を記載した避難行動要支援者リスト（第２号様式）

を作成し市長に報告することができる。 

(１) 氏名 

(２) 生年月日 

(３) 性別 

(４) 住所 

(５) 避難支援等が必要と考える理由 

(６) 支援希望の有無 

２ 市長は、前項の報告を受けたときは、避難行動要支援者リストの掲載者を避難行動



要支援者名簿に加えるものとする。 

（名簿情報の利用及び提供） 

第５条 市長は、避難支援等の実施に必要な限度で、第３条及び前条第２項の規定によ

り作成した避難行動要支援者名簿に記載された情報を関係各課間で利用することがで

きる。 

２ 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、自主防災組織等、

避難支援等関係団体、消防本部及び警察に対し、名簿情報を提供することができる。

ただし、名簿情報を提供することについて本人の同意が得られない場合は、この限り

ではない。 

３ 市長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難行動

要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、

避難支援等の実施に必要な限度で、自主防災組織等、避難支援等関係団体、消防本部

及び警察に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、名簿情報を

提供することについて本人の同意を得ることを要しない。 

（名簿情報提供の同意及び登録） 

第６条 第３条第１項及び第４条第２項の規定により避難行動要支援者名簿に登載され

た避難行動要支援者は、個別支援プラン作成のために個人情報を提供する同意届（第

３号様式）（以下「同意届」という。）を市長に提出するものとする。 

２ 前項の手続について、避難行動要支援者の身体の状況等により避難行動要支援者本

人による必要事項の記載及び提出が困難な場合は、本人の家族等が本人に代わり同意

届を記載し、提出することができる。 

３ 同意届に係る情報は、避難行動要支援者名簿に登録し、関係各課間で共有する。  

（受領書兼誓約書の提出） 

第７条 第５条第２項の規定により避難行動要支援者名簿を受領した者は、避難行動要

支援者名簿受領書兼誓約書（第４号様式）を市長に提出しなければならない。  

（自主防災組織等及び避難支援等関係団体による支援） 

第８条 自主防災組織等は、受領した避難行動要支援者名簿を活用し、当該避難行動要

支援者の個別支援プラン（第５号様式）を作成するとともに、避難行動要支援者に対

し、次に掲げる避難支援等を行い、避難行動要支援者関係団体はこれに協力・支援す

る。 



(１) 災害時における避難誘導、安否確認等の活動をより容易にするために日常生活

において行う声かけ、見守り及び災害時の対応確認 

(２) 災害時における情報伝達、安否確認及び避難支援 

(３) その他、状況により必要な支援 

（個別支援プランの提供及び活用） 

第９条 個別支援プランの原本は自主防災組織等が保管し、副本は、市、避難行動要支

援者本人及び避難支援者が共有する。 

２ 個別支援プランの提供を受けた者は、災害発生時における避難行動要支援者の実情

に応じた避難支援等及びその活用をするための平常時における活動に活用することが

できる。 

（登録内容の変更） 

第10条 避難行動要支援者は、個別支援プランの内容に変更が生じたときは、個別支援

プラン変更届出書（第６号様式）により、速やかに自主防災組織等に届け出るものと

し、自主防災組織等はこれを前条の例により保管及び共有する。 

２ 市長は、前項の規定により登録内容の変更を受けたときは、速やかに避難行動要支

援者に関する情報を変更する。 

３ 市長は、避難行動要支援者に関する情報に変更があることを知り得た場合で、当該

避難行動要支援者から第１項の規定に基づく変更の届け出がなされないときは、職権

により避難行動要支援者に関する情報の変更をすることができる。 

（登録の取消し） 

第11条 市長は、避難行動要支援者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、避

難行動要支援者名簿の登録を取り消す。 

(１) 避難行動要支援者が死亡したとき。 

(２) 避難行動要支援者が市外へ転出したとき。 

(３) 避難行動要支援者が入院又は入所等により、自宅に戻れる見通しが立たないと

き。 

(４) 避難行動要支援者が第２条第１号に該当しなくなったとき。 

(５) 避難行動要支援者の所在が不明なとき。 

（個人情報の保護） 

第12条 自主防災組織等、避難支援等関係団体及び避難支援者は、次に掲げる事項を遵



守しなければならない。 

(１) 逗子市個人情報保護条例（平成３年逗子市条例第18号）を遵守し、第８条に掲

げる避難支援等以外の目的で避難行動要支援者名簿及び個別支援プランを利用して

はならない。 

(２) 避難行動要支援者の個人情報及び当該支援上の知り得た秘密を他に漏らしては

ならない。また、支援をする役割を離れた後も同様とし、避難支援等の任を引き継

ぐときは、後任者に避難行動要支援者名簿及び個別支援プランを適切に引き継がな

ければならない。 

(３) 避難行動要支援者の個人情報を当該支援に関係しない者に知られることのない

よう適切に管理しなければならない。 

(４) 避難行動要支援者の個人情報を紛失しないよう厳重に保管するとともに、紛失

したときは、速やかに市長に報告しなければならない。 

（制度の周知） 

第13条 市長は、広報誌等を通じてこの要綱に定める制度の周知を図るものとする。 

２ 自主防災組織等及び避難支援等関係団体は、前項に規定する周知に協力するよう努

めるものとする。 

（委任） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成29年２月１日から施行する。 

（逗子市災害時要援護者支援制度実施要綱の廃止） 

２ 逗子市災害時要援護者支援制度実施要綱（平成19年８月１日施行）は、廃止する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第４条関係） 

第３号様式（第６条関係） 

第４号様式（第７条関係） 

第５号様式（第８条関係） 

第６号様式（第10条関係） 

 


